
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．入力前の事前準備をしましょう                            

３．固定資産がある場合は登録しましょう 

1-1：今年度データが作成されていない場合は、次年度更新で作成しましょう・・・・・5 

1-2：普通預金を口座ごとに残高管理するため、補助科目を作成することができます・・7 

1-3：今年度データの開始残高を確認しましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 

1-4：一般所得と不動産所得の両方を申告する場合は、一般所得用と不動産所得用の 

「損益計算書」を作成するために部門を作成しましょう・・・・・・・・・・・・10 

1-5：よくある取引内容を登録し入力効率を上げることができます・・・・・・・・・・12 

会計製品をインストールしたら、申告年度のデータを作成して青色申告決算書作

成までの操作を順を追って進めていきましょう。 

2．領収書や請求書を参考に、帳簿に取引を入力しましょう 

・・・・・・・・・5 

４．決算に関する「決算整理仕訳」を入力しましょう 

５．青色申告決算書の印刷に必要な情報を入力しましょう 

６．青色申告決算書を印刷しましょう 

７．消費税申告書を印刷しましょう 

・・・・・・・・18 

 

・・・・・・・・25 

・・・・・・・・30 

・・・・・・・・32 

 
・・・・・・・・14 

・・・・・・・・15 

 

4-1：「決算整理仕訳」を入力しましょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

4-2：事業で所有している資産については、減価償却費の仕訳を転送しましょう・・・・19 

4-3：事業分の経費の中に家計分が含まれる場合は、 

家計分を差し引く仕訳を転送しましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

4-4：消費税納税額を確認しましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

5-1：青色申告決算書の印刷に必要な情報を控えましょう・・・・・・・・・・・・・・25 

5-2：青色申告決算書に必要な情報を入力しましょう・・・・・・・・・・・・・・・・25 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【決算】 

青色申告決算書の２ページ目、３ページ目の内訳を入力するには....................25 

青色申告決算書に給与賃金の内訳を入力するには..................................25 

青色申告決算書に地代家賃の内訳を入力するには..................................27 

青色申告決算書に専従者給与の内訳を入力するには................................28 

青色申告決算書に貸倒引当金繰入額の計算を入力するには..........................29 

青色申告決算書を印刷するには..................................................30 

青色申告決算書を税務署配布用紙(ＯＣＲ用紙)に印刷するには......................31 

青色申告決算書の印刷のずれを調整するには......................................31 

 

 

【消費税】 

消費税納付額を確認するには....................................................24 
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８．確定申告書を作成しましょう 

９．国税庁 e-Tax ソフトへ情報を転送しましょう 

※電子申告（e-Tax）をご利用になる方のみ、お読みください。 

10．申告が完了した年度のバックアップを保存しましょう 

・・・・・・・・34 

・・・・・・・・44 

・・・・・・・・48 

こんなときは？ 

10-1：会計製品にて申告が完了した年度のバックアップを保存しましょう・・・・・・・48 

10-2：「みんなの確定申告」にてバックアップを保存しましょう・・・・ ・・・・・・・49 

 

8-1：事業や不動産の所得の金額を「みんなの確定申告」へ転送しましょう・・・・・・34 

8-2：給与所得や年金などの所得がある場合は入力しましょう・・・・・・・・・・・・36 

8-3：医療費控除がある場合は入力しましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 

8-4：社会保険料控除がある場合は入力しましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・43 

8-5：生命保険料控除がある場合は入力しましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・43 
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【確定申告書】 

確定申告書に事業の収入金額や所得金額を取り込むには............................34 

事業所得以外の所得金額を入力するには..........................................36 

事業所得以外に給与所得がある場合は............................................36 

事業所得以外に国民年金の所得がある場合は......................................36 

医療費の控除額を入力するには..................................................39 

セルフメディケーション税制の入力をするには....................................41 

社会保険料の控除額を入力するには..............................................43 

生命保険料の控除額を入力するには..............................................43 

 

【電子申告ｅ-Tax】 

利用者識別番号を入力するには..............................................35，44 

国税庁 e-Tax ソフトへ情報を転送するには........................................44 

 

【その他】 

次年度データを作成するには.....................................................5 

普通預金を口座ごとに残高管理するには...........................................7 

開始残高を確認するには.........................................................8 

一般所得と不動産所得の両方を申告するには......................................10 

よくある取引を登録するには....................................................12 

日々の取引を入力するには......................................................14 

減価償却資産を登録するには....................................................15 

決算整理仕訳を入力するには....................................................19 

登録した減価償却資産の情報をもとに仕訳を帳簿に反映させるには..................19 

経費を事業分と家計分とに按分するには..........................................21 

マイナンバーを設定するには................................................22，35 

データのバックアップを保存するには............................................48 

 

 

※このやることナビは、確定申告する年度が「令和 X１年（西暦 2ＸX2 年）」であると仮定して

説明されています。 

 

※このやることナビの手順は、「会計王」の画面でご案内しておりますが、「みんなの青色申告」「会

計王 PRO」でも手順は同様ですのでご了承ください。 
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１．入力前の事前準備をしましょう 

 
 
申告する年度のデータが作成されているか、または、選択されているかどうかを［データ選択］画

面で確認しましょう。 

 

１．［ファイル］－［データ選択］を開きます。 

 

２．申告する年度のデータが表示されているか、また、選択されているかどうか確認します。 

申告する年度のデータアイコンが赤くなっている場合は、申告する年度が選択されています。 

 

申告する年度のデータが赤くなっている場合は、画面下の閉じるをクリックし、７ページの 

「1-2：普通預金を口座ごとに残高管理するため、補助科目を作成することができます」へ進みます。 

 

申告する年度のデータが赤くなっていない場合は、ダブルクリックで選択を切り替え、７ページの 

「1-2：普通預金を口座ごとに残高管理するため、補助科目を作成することができます」へ進みます。 

 

申告する年度のデータが作成されていない場合は、画面下側のキャンセルでデータ選択画面を閉じ、

下の「1-１：今年度データが作成されていない場合は、次年度更新で作成しましょう」へ進みます。 

 

 

１-１：今年度データが作成されていない場合は、次年度更新で作成しましょう 
 

※この処理によりデータが消えることはありませんが、念のため、次年度更新を行う前には、バックアップ

を外部メディアに保存しましょう。 

（バックアップの方法は 48 ページの「10-1：会計製品にて申告が完了した年度のバックアップを保存し

ましょう」をご参照ください。） 

 

１．［決算］－［データ次年度更新］を開きます。 

 

申告する年度が選択されていること

を確認しましょう。 
選択中の年度は、アイコンが赤（  ）

で表示されます。 
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２．申告する年度の 1年前の会計期間が「今期」欄（下図：Ａ）に、申告する年度の会計期間が「次期」 

欄（下図：Ｂ）に正しく表示されていることを確認します。設定内容の確認後、画面下側のＯＫをク 

リックします。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．下のメッセージが表示されたらＯＫをクリックし、次年度更新を実行します。 

     

      

４．下のメッセージが表示されたら次年度更新は完了です。 

ＯＫをクリックすると、申告する年度が自動的に選択された状態になります。 

 

 

 

これで今年度データの作成は完了だね！ 
次は日々の取引を帳簿に入力するための

補助科目や開始残高の設定を確認してい

けばよいんだね。 

Ａ 

Ｂ 

Ａに表示されている会計期間が 
申告する年度の1年前となっていること

を確認 
 

ご利用の製品によって、 
「データファイル」の欄に表示 
される文字が変わります。 
 
 ACCSTD … 会計王 
 ACCPER … みんなの青色申告 

 
また、XX にはご利用の製品のバー
ジョン番号が入ります。 

※ご利用の製品が会計王ＰＲＯの 

場合は、「データファイル」は表 

示されません。 
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１-２：普通預金を口座ごとに残高管理するため、補助科目を作成することができます 
 
 
申告する年度のデータの［導入］―［勘定科目設定］にて補助科目を作成することで、銀行口座ご

と、得意先ごとに金額を集計することができます。 
すでに補助科目を作成されている場合や、口座ごとに金額を集計する必要がない場合は、8 ページ

の「１-３：今年度データの開始残高を確認しましょう」へお進みください。 
 
 
＜例＞「普通預金」に補助科目「レタス組合」を作成する場合 
 
１．［導入］－［勘定科目設定］を開きます。 

 

２．「普通預金」を選択し、新規補助をクリックします。 

   

 
 

 
３．「普通預金」の下に一行挿入されますので、「コード」「正式名称」「イニシャルキー」を入力します。 

補助科目の「部門」「一般用申告科目」「不動産用申告科目」は入力できません。 

  

 
 

  ・コード    ：任意のコードを最大４桁以内で入力します。 

  ・正式名称   ：全角１５文字以内で補助科目名称を入力します。 

  ・略式名称   ：「正式名称」に入力した先頭８文字が表示されます。 

変更する場合は、全角８文字以内で入力します。 

・イニシャルキー：帳簿入力や補助科目を検索する時に絞り込みしやすくするために、 

半角英数８文字以内で入力します。 

 

４.キーボードの［Enter］キーを押下し、下の行に黒枠が移動したら登録が完了です。 
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１-３：今年度データの開始残高を確認しましょう 

 

 

前年の確定申告時に提出した「青色申告決算書」を用意し、今年度データの開始残高を確認しまし

ょう。 

今年度データを新規に作成した場合は、前年の「青色申告決算書」－「貸借対照表」を用意し、［導

入］－［開始残高設定］にて今年度の開始残高を入力しましょう。 

 

 

１．［導入］－［開始残高設定］を開きます。 

 

２．前年の確定申告時に提出した「青色申告決算書」－「貸借対照表」を用意し、各勘定科目の残高が今 

年度データの開始残高と一致しているかを確認します。 

今年度データを新規に作成した場合は、前年の「青色申告決算書」－「貸借対照表」の「12 月 31 日 

（期末）」の残高を各勘定科目の開始残高に入力します。 

 

補助科目が設定されている勘定科目は、補助科目ごとに開始残高を入力します。 

 

 

≪ポイント≫ 

 個人事業者の元入金の開始残高について 

 

個人事業者の開始残高入力の際、「事業主貸」「事業主借」「控除前所得」は０円とし、前年１２月３１日の残高を 

以下の計算式にあてはめ算出した金額を「４０１：元入金」の開始残高に入力します。 

 

 

   

  今年度の元入金の開始残高＝ 

 

前年末の元入金 ＋ 前年末の控除前所得 ＋ 前年末の事業主借 － 前年末の事業主貸  

 

 

 

前年の青色申告決算書（貸借対照表） 

［導入］－［開始残高設定］ 

前年の青色申告決算書の残高

と一致しているかをチェック

しなくちゃね。 

※事業主貸、事業主借、控除前所得については開始残高を 

0 円とし、差額を元入金で調整します。 
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３．開始残高の設定や確認が終わったら、画面右下の［貸借差額］が０円になっていることを確認します。  

  

   

  ［貸借差額］が０円になっていない場合は、開始残高を見直し、必要に応じて金額を手入力で入力／修

正を行います。 

  ［貸借差額］が０円になっている場合は、終了をクリックします。 

 

一般所得と不動産所得の両方を申告する場合は１０ページの「1-4：一般所得と不動産所得の両方を申

告する場合は、一般所得用と不動産所得用の「損益計算書」を作成するために部門を作成しましょう」

へ、一般所得または不動産所得のいずれかの申告の場合は、１２ページの「1-5：よくある取引内容を

登録し入力効率を上げることができます」へ、進みます。 

   

前年度のデータがある場合は、下記の方法で前年度の期末残高を繰り越すこともできます。 

 

≪ポイント≫ 

※この処理によりデータが消えることはありませんが、念のため、前年度の残高を繰り越す処理を行う前に

は、バックアップを外部メディアに保存しましょう。 

（バックアップの方法は 48 ページの「10-1：会計製品にて申告が完了した年度のバックアップを保存し

ましょう」をご参照ください。） 

 

① ［導入］－［期末残高繰越処理］を開き、前年度データの情報が「前期」欄（下図：Ａ）に、今年度 

データの情報が「今期」欄（下図：Ｂ）に正しく表示されていることを確認します。 

 

② 次年度更新後、前年度のデータで減価償却資産や手形の修正を行った場合は、今年度のデータに反映さ

せる必要があります。「減価償却資産情報を繰り越す」「手形情報を繰り越す」にチェックがついている

ことを確認しＯＫをクリックすると、期末残高繰越処理が開始されます。 

※ご利用の製品がみんなの青色申告の場合は「手形情報を繰り越す」は表示されません。 

 

Ａ 

この画面で処理をすることで、前年度の 
期末残高が自動的に今年の開始残高とし

てセットされます。 

Ｂ 

ご利用の製品によって、 
「データファイル」の欄に表示 
される文字が変わります。 
 
 ACCSTD … 会計王 
 ACCPER … みんなの青色申告 

 
また、XX にはご利用の製品のバー
ジョン番号が入ります。 

※ご利用の製品が会計王ＰＲＯの 

場合は、「データファイル」は表 

示されません。 
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１-４：一般所得と不動産所得の両方を申告する場合は、一般所得用と不動産所得用の「損

益計算書」を作成するために部門を作成しましょう 

 

 

一般所得と不動産所得の両方を申告する場合は、「青色申告決算書」の「損益計算書」を一般所得

用、不動産所得用に分けて提出する必要があります。 

 

個人事業者様で「一般所得」と「不動産所得」の両方を申告する場合、［導入］－［部門設定］に

て一般所得用と不動産所得用の部門を作成し、「一般所得」と「不動産所得」の金額をそれぞれ分

けて仕訳入力することで、それぞれの「損益計算書」を作成できます。 

 

※「一般所得」のみ、または「不動産所得」のみ申告する場合は、12 ぺージの 

「1-５：よくある取引内容を登録し入力効率をあげることができます」へお進みください。 

 

 

＜例＞家電業（一般所得）の他に、アパート収入（不動産所得）がある場合 

 

 

１．［導入］－［部門設定］を開きます。 

 

２．画面左上の新規部門をクリックし、［同一階層に挿入］をクリックします。 

   

 

３. 一般所得用の部門を作成します。 

 「配分（％）」には、全部門の配分率の合計が１００％になるよう家電業の配分率を設定します（下図：

Ａ）。ここで設定した配分率が、［導入］－［共通部門の配分］の初期設定値となります。 

一般所得用の部門の場合は必ず「所得区分」で「営業所得」を選択してください（下図：Ｂ）。 

 

 

  ４．同様に画面左上の新規部門―同一階層に挿入をクリックし、不動産所得用の部門も作成します。 

不動産所得用の部門の場合は必ず「所得区分」で「不動産所得」を選択してください。 

 

 

Ａ 

Ｂ 
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５．一般用、不動産用の部門作成が終わりましたら、終了をクリックします。 

 

≪ポイント≫ 

 

※「配分(％)」欄を０％にしたまま「部門設定」画面を終了した場合、下の確認メッセージが表示されますので、 

ＯＫをクリックします。 

 

 

仕訳入力の際に、どの部門にも属さない収入や経費の金額は「全事業所（共通）」に集計されます。 

「全事業所（共通）」の金額は、［導入］－［共通部門の配分］にて、各勘定科目の金額を各部門に配分

することができます。 

 

※［共通部門の配分］にて各勘定科目に配分した金額は、下記メニューにてシミュレーションで金額

を集計することができます。［共通部門の配分］にて配分した金額は、下記以外のメニューや、「青

色申告決算書」に影響はありません。 

 

  ・［集計］－［部門別実績集計表］ 

  ・［集計］－［予算実績管理表］（会計王、会計王ＰＲＯのみ） 

  ・［分析］－［部門別経営分析］（会計王、会計王ＰＲＯのみ） 

  ・［分析］－［損益分岐点分析］ 

 

 

 

６．部門設定を初めて行った場合は、５にて終了をクリックしたタイミングで、１度だけ下の画面が表示さ

れますのでＯＫをクリックします。 
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７.部門管理の「有・無」を一括設定する画面が表示されます。 

貸借科目にもチェックマークを付けることにより、所得ごとの［合計残高試算表］を見ることができま

す。部門管理する科目を選択後、設定をクリックしてください。 

 

 

※部門設定について詳しくは、操作マニュアル[上]をご参照ください。 

 

 

１-５：よくある取引内容を登録し入力効率を上げることができます  

 
 
あらかじめよくある取引を［取引摘要辞書登録］に登録しておくことができます。 

これにより、各［帳簿］メニューの摘要コード欄から摘要辞書を選択することができ、簡単に伝票

を入力できます。 

 

１．［導入］－［取引摘要辞書登録］を開きます。 

 

２．画面左上の新規摘要をクリックします。 

（取引摘要が１つも登録されていない場合はそのまま入力することができます）。 

     

 

３．新規摘要追加行が作成されますので、頻繁に使用する取引の摘要および仕訳を登録します。 

  

 

 

一般所得と不動産所得で分けて「損益計算書」を作成

するために部門管理する勘定科目を設定します。 
これにより、［合計残高試算表］などでも、一般所得と

不動産所得で分けて金額を確認することができるよう

になります。 
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  ・コード       ：任意のコードを最大４桁以内で入力します。 

  ・摘要        ：登録したい取引内容を最大全角１５文字以内で入力します。 

  ・イニシャルキー   ：仕訳入力時の摘要辞書検索の際に使用します。  

半角で最大８文字まで入力できます。 

  ・税率        ：「借方科目」「貸方科目」にて課税対象の科目を選択した際に、該当する税率を

自動・１０％・８％（軽減）・８％・５％・３％より選択します。 

「自動」を選択した場合は、入力した取引日付によって税率を自動表示します。 

  ・借方科目/補助/部門 ：設定した摘要内容に沿った借方情報を入力します。 

・借方金額/借方消費税：借方金額を固定する場合は、該当する金額を設定します。 

０円での登録も可能です。借方科目に設定した科目が消費税の課税対象の場合、 

借方科目に対する消費税の金額を「借方消費税」に入力します。 

  ・貸方科目/補助/部門 ：設定した摘要内容に沿った貸方情報を入力します。 

・貸方金額/貸方消費税：貸方金額を固定する場合は、該当する金額を設定します。 

０円での登録も可能です。貸方科目に設定した科目が消費税の課税対象の場合、 

貸方科目に対する消費税の金額を「貸方消費税」に入力します。 

  

※コード、摘要以外の項目に関しましては、特に指定しなくとも登録は可能です。 

 

４．必要な取引摘要の登録が終わりましたら、画面右上の終了で閉じます。 

 

５．各「帳簿」画面の「コード」欄をクリックすると、［取引摘要辞書登録］で登録した摘要が表示されま

す。該当の摘要辞書を選択すると、あらかじめ［取引摘要辞書登録］に登録した摘要や科目が表示されます。

これにより、取引金額のみを入力するだけで簡単に伝票入力を行えます。 

   

 

 

 

 

よくある取引をあらかじめ登録しておけば、

伝票の入力時に「摘要」を入力しなくても良

いから、時間短縮になってどんどん入力でき

るね！ 
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 ２．領収書や請求書を参考に、帳簿に取引を入力しましょう 
 

 

領収書や請求書を参考に、日々発生する取引内容を帳簿に入力していきましょう。 

［帳簿］メニュー内の［簡易振替伝票入力］［振替伝票入力］［出納帳入力］［元帳］［らくらく仕訳

入力］から取引内容を入力することができます。 

 

ここでは、おこづかい帳感覚で入力できる［出納帳入力］で入力していきましょう。 

 
 

１．［帳簿］－［出納帳入力］を開きます。 

 

２．画面上側の［種類］から入力する帳簿を選択します。 

 

 

３．領収書等を見ながら取引を入力していきます。 

    

※「出納帳入力」で入力した仕訳は、各帳簿画面にも反映します。 

取引を入力すると自動的に

残高が計算されるから、 
残高確認も簡単だね。 

■領収書や交通費のメモから入力する場合は［現金出納帳］ 

■通帳を見ながら入力する場合は［預金出納帳］ 

■請求書より掛売取引を入力する場合は［売掛帳］ 

■請求書より掛仕入取引を入力する場合は［買掛帳］ 

から入力すると便利です。 

現金出納帳や預金出納帳で入力した経費の支払いなどは自動的に 

［経費帳］に転記されるので、安心です。 
 

［帳簿］－［出納帳入力］ 

請求書 

領収書 
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 ３．固定資産がある場合は登録しましょう 
 
 

期中に新たに購入した固定資産や、売却／除却した固定資産があれば、［管理］－［減価償却資産

登録］で登録／修正することで、年度末に必要な減価償却費の仕訳を簡単に作成することができま

す。 

また、登録されている固定資産については、青色申告決算書 3 ページ目の「減価償却費の計算」にも自

動的に転記されますので、登録しておきましょう。 

 

 

 

 

＜新しく購入した固定資産を登録する方法＞ 

 

１．［管理］－［減価償却資産登録］を開きます。 

 

２．画面上側の新規をクリックします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

新しく購入した車 

［管理］－［減価償却資産登録］－［減価償却資産登録修正］画面 

売却／除却した 

パソコン 

ここで登録しておけば、毎年の減価償却費の

金額が自動的に計算されて、年末に必要な 
仕訳も簡単に転送できます。 
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３．新しく購入した固定資産の情報を設定し、画面下側の登録をクリックします。 

 

Ａ：事業専用割合 

所有している資産を事業以外にも使用している場合は、事業で使用する割合を入力します。 

   ※事業でのみ使用している場合は、「１００」を入力します。           

〈例〉車両を購入し７０％は事業で、３０％は事業以外（家計分）で使用する場合 

→ 事業専用割合には「７０」を入力します 

 

 

 

Ｂ：販管費割合 

データを製造業や建設業で作成している場合で、所有している 1 つの固定資産に対する減価償却

費のうち、製造経費を除いた割合（販売管理費の占める割合）を入力します。 

※製造業や建設業以外の場合は 100％になります。 

 

〈例〉機械を購入し、６０％を製造部門で、４０％は販売部門で使用する場合 

→ 販管費割合には「４０」を入力します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■資産コード：半角 12 桁以内で入力します 

■資産名称：全角 20 文字以内で入力します 

■資産区分：登録する固定資産区分を選択し 

ます 

■事業区分：「一般事業」「不動産事業」のど 

ちらで使用するかを選択します 

■登録状況：「新規取得」を選択します 

■取得年月日：取得年月日を入力します 

■供用開始日：取得年月日と同じ日付を入力し

ます 

■取得価額：取得価額を入力します 

■償却方法：「定額法」を選択します ※ 

■耐用年数：2～100 の範囲で入力します ※ 

※償却方法や耐用年数について詳しくは所轄 

の税務署でご確認ください。 

Ａ 

Ｂ 

家計分の減価償却は、 
経費にできないんだね。 
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＜期中に固定資産を売却／除却した場合の設定方法＞ 

 

１．［管理］－［減価償却資産登録］を開きます。  

 

２．期中に売却／除却した固定資産を選択し（下図：Ａ）、画面上側の修正をクリックします（下図：Ｂ）。     

 

３．「登録状況」の▼をクリックし、［売却］または［除却］ 

を選択します。 

 

 

 

 

４．売却日／売却金額や除却日を入力し、画面下側の登録をクリックします。 

 

 

 

※減価償却資産登録について詳しくは、操作マニュアル［下］をご参照ください。 

 

 

 

 

 

【売却】 【除却】 

売却日や除却日を入力すると 
売却／除却日までの減価償却費も 
自動的に計算されるんだね。 

Ｂ 

Ａ 

期中に売却／除却した資産の

登録内容変更もお忘れなく！ 
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 ４．決算に関する「決算整理仕訳」を入力しましょう  
 
 
 
決算に関する「決算整理仕訳」を入力する際、本システムでは「９：決算取引」を使用することで、

「決算整理仕訳」のみの金額集計や仕訳の検索ができ、便利です。 
 
【簡易振替伝票入力・出納帳入力・元帳の場合】 

「取引区分」を「9：決算取引」にすることで、日付が「決」に変わります。 

  

 

 

 

 

【振替伝票入力の場合】 

「決算取引」にチェックマークをつけることで、日付が「決」に変わります。 

  

 

 

これで「9：決算取引」を区別できるので、

「決算整理仕訳」のみの金額集計や仕訳の 
検索ができるんだね。 

取引区分を「9：決算取引」にすると、 
日付が「決」に変わるんだね。 
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４-１：「決算整理仕訳」を入力しましょう 
 

「帳簿」画面より、棚卸、未払、未収などの「決算整理仕訳」を入力しましょう。 

 

商品や製品の在庫があれば、棚卸の仕訳を入力しましょう 

 

前年度末や今年度末に商品や製品の在庫金額がある場合は、帳簿画面で棚卸の仕訳を入力しましょう。 

 

12 月分の支払いや入金が翌年１月以降になる場合は「決算整理仕訳」を入力しましょう 

 

１２月分の公共料金の支払いや、その他の経費で１２月中に支払いが済んでいない場合など、未払いの取引

があれば仕訳を入力しましょう。 

また、１２月分の売上が翌年１月以降に入金される場合など、未収の取引があれば仕訳を入力しましょう。 

 

12 月に翌年１月以降分の支払いや入金がある場合は「決算整理仕訳」を入力しましょう 

 

翌年１月分以降の経費を 12 月に支払った場合など、前払いした取引があれば仕訳を入力しましょう。 

また、翌年１月分以降の売上が 12 月に入金された場合など、前受けした取引があれば仕訳を入力しましょう。 

 

 

４-２：事業で所有している資産については、減価償却費の仕訳を転送しましょう 
 
［管理］－［減価償却資産登録］に登録されている固定資産については、［管理］－［減価償却費

仕訳転送］画面で、減価償却費の仕訳を転送しましょう。 

また、固定資産の取得・売却・除却があった場合の仕訳を転送することもできます。 

 
１．［管理］－［減価償却費仕訳転送］を開きます。 

２．転送対象を選択します。 

   ・転送方法   ：年間合計を転送する 

   ・償却費計上方法：直接法 

   ・転送対象   ： ｢減価償却費の仕訳を生成する｣ 

｢一括償却資産の仕訳を生成する｣「減価償却費」 

    

｢新規取得時｣｢売却除却時｣の仕訳を

すでに帳簿で入力済みの場合は、チ

ェックを外しましょう。 
チェックをつけたまま転送開始する

と、仕訳が重複してしまいます。 
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３．画面上側の［勘定科目設定］タブで、仕訳転送時に使われる勘定科目を確認します。 

補助科目が設定されている勘定科目については、補助科目も選択します。 

    
 

４．画面下側の転送開始をクリックすると、仕訳が［帳簿］に転送されます。 

   

※※ ご注意ください ※※ 

転送処理を同じ条件で何回も行われますと、仕訳が重複してしまいますのでご注意ください。 

再度、転送処理を行われる場合は、既に転送済みの仕訳を全て削除してから、転送処理を行ってください。 

 

※減価償却費仕訳転送について詳しくは、操作マニュアル［下］をご参照ください。 

［帳簿］－［簡易振替伝票入力］ 

減価償却費仕訳転送から転送された仕訳には「   」
のマークが表示されるので、一目でわかるんだね。 
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４-３：事業分の経費の中に家計分が含まれている場合は、家計分を差し引く仕訳を転送し

ましょう 
 

 

事業の経費の中には家計分の支出を含むことはできません。 

［決算］－［家事関連費計算表］で、家計分の支出を差し引く仕訳を転送しましょう。 

 

※今年度の経費に関する支出の中に複数の消費税率が含まれている場合、それぞれの消費税率別に

仕訳が作成されます。 

 

 

 ＜例＞水道光熱費の期末残高（1,855,144 円）の内、25％が家計で使用した水道光熱費の場合 

 

 

 １．［決算］－［家事関連費計算表］を開きます。 

 

２．「水道光熱費」科目をクリックし（下図：Ａ）、画面上側の修正をクリックします（下図：Ｂ）。 

   

 

３．家計で使用した割合もしくは家計で使用した年間金額を設定します（下図：Ｃ）。 

また、「仕訳転送時の相手方（借方）科目」が「事業主貸」となっていることを確認し（下図：Ｄ）、 

画面下側の登録をクリックします（下図：Ｅ）。 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

Ａ 

この画面で、家計で使用した割合や金額を 
設定することで、「家計分金額」を差し引く

仕訳が転送されます。 

Ｃ 

Ｄ 
Ｅ 
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４．画面上側の仕訳転送をクリックすると、仕訳が［帳簿］に転送されます。転送された仕訳には「家」 

のマークが表示されます。必要に応じて金額を見直し修正します。部門設定をしている場合は、転送 

された仕訳において該当する部門を選択します。 

 

※家事関連費計算表について詳しくは、操作マニュアル［下］をご参照ください。 

 

 

４-４：消費税納税額を確認しましょう 
 
 
消費税の課税事業者の場合は、納める消費税額を確認しましょう。 

 

マイナンバー設定 平成 28 年度の申告よりマイナンバーの記載が必要となりました 

あらかじめ設定しましょう 

 

 ａ：［導入］－［事業所・消費税情報設定］を開きます。 

 

 ｂ：画面下側の番号入力をクリックします。 

    

「帳簿」－「簡易振替伝票入力」 

事業の経費内に家計の使用分がある場合は、この機能で

家計の使用分を差し引くことができるんだね。 
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 ｃ：「マイナンバー設定」画面が表示されます。「マイナンバー」欄に申告者のマイナンバー（数字１２桁） 

を入力します。 

 

 

 ｄ：設定した「マイナンバー」は個人情報につき、パスワードを設定します。 

   パスワードは半角英数字や記号（％、＄、＆など）を１４文字以内で入力します。 

 

 

※［パスワードを確認しながら入力する］にチェックを入れた場合、入力したパスワードを確認しながら 

設定することができます。入力したパスワードを忘れないように確認しておきましょう。  

 

 

 ｅ：画面下側の設定をクリックします。 

 

 ｆ：「事業所・消費税情報設定」画面に戻ります。 

 

 ｇ：画面下側の設定をクリックし、マイナンバーを保存します。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［パスワードを確認しながら入力する］に

チェックを入れて、入力したパスワードを

忘れないよう確認しておきましょう。 

「マイナンバー」は個人情報です。 
大切な個人情報にはパスワードを 
設定しましょう。 

マイナンバーはここで

設定するんだね。 
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金額確認 「消費税申告書」にて、今年度の消費税の納税額を確認しましょう 

 

 

 

 １．［消費税］－［消費税申告書作成］を開きます。 

 

 ２．「消費税集計条件」画面が表示されますので、［申告区分］にて「確定」を選択します（下図：Ａ）。 

［集計期間］にて、集計期間を設定します（下図：Ｂ）。 

集計期間内に「３％」「５％」「８％」の取引がある場合は、 

「旧税率（３％・５％・８％）が適用された取引」にて［あり］を、 

集計期間内に「３％」「５％」「８％」の取引がない場合は[なし]を選択します（下図：Ｃ）。 

集計開始（下図：Ｄ）をクリックします。 

 

 

 ３．「消費税申告書設定」画面が表示されますので、画面下側の設定をクリックします。 

 

 ４．消費税申告書が表示されますので、26 欄「消費税及び地方消費税の合計」の金額が今年度の消費税の

納税額です。 

 

    

 ５．画面上側の終了をクリックし、終了します。 

   「帳簿」画面にて消費税にまつわる仕訳を入力しましょう。 

 

消費税の納税額はこの画面の 26 欄で

確認できるんだね。 

Ａ 

Ｂ 

今年度に消費税率５％や８％の旧税率の仕訳がある

場合や経過措置を適用した場合は、「旧税率（3％・

5％・8％）が適用された取引」の「あり」を選択し

ます。 

Ｃ 

Ｄ 
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５．青色申告決算書の印刷に必要な情報を入力しましょう 

 

 

青色申告決算書を印刷する際に必要な情報（「地代家賃の内訳」「給料賃金の内訳」「専従者給与の

内訳」等）を、［決算］－［青色申告入力（一般）］または［青色申告入力（不動産）］で入力しま

しょう。 

 

５-１：青色申告決算書の印刷に必要な情報を控えましょう 
 

 

 １．［集計］－［合計残高試算表］を開き、画面左上の集計期間にて、全期間をクリックします。 

 

 ２．「損益計算書」タブをクリックします。 

   

 

 ３．次の勘定科目の残高をメモに控えます。 

   ・給料賃金 

   ・地代家賃 

   ・専従者給与 

   ・貸倒引当金繰入額 

 

 

 

 

 

 

５-２：青色申告決算書の印刷に必要な情報を入力しましょう 
以下は［青色申告入力（一般）］の入力方法ですが、［青色申告入力（不動産）］の入力方法も同様です。 

 

 

■「給料賃金の内訳」を入力する方法 

  

１．［決算］－［青色申告入力（一般）］を開きます。 

 

 

 

 

＜例＞［集計］－［合計残高試算表］－給料 賃金 
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 ２．「給料賃金の内訳等」タブをクリックします。 

（［青色申告入力（不動産）］の場合は「給与賃金の内訳、専従者給与の内訳」タブ） 

    

      

３．修正したい従業員の氏名をクリックし（下図：Ａ）、画面上側の入力をクリックします（下図：Ｂ）。 

新規に給料賃金の内訳を追加する場合は、新規入力行（空欄行）をクリックし、入力（下図：Ｂ）を 

クリックします。 

 

 ４．必要な情報を入力し、画面下側の登録をクリックします。 

   ※「給与賃金」「賞与」欄には申告年度に支給した年間の総額を入力します。 

 

 

 ５．メモに控えた金額と青色申告入力（一般）の「給料賃金の内訳」の合計額が一致していることを確認 

します。 

 

 

 

 

ここで入力した内容が青色申告決算書の「給料

賃金の内訳」に反映されるんだね。 

Ａ 

新規に追加する場合は、氏名が空欄になっている行を 
クリックして、入力（上図：Ｂ）をクリックしましょう。 

Ｂ 
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■「地代家賃の内訳」を入力する方法 

 

１．［決算］－［青色申告入力（一般）］を開きます。 

  

２．「地代家賃の内訳」タブをクリックします。 

 

    

 ３．修正したい地代家賃の支払先の住所・氏名を（下図：Ａ）、新規に地代家賃の内訳を追加する場合は、

新規入力行（空欄行）をクリックし、入力をクリックします（下図：Ｂ）。 

※地代家賃の支払先が３件以上ある場合は、 

１行目に主たる地代家賃の支払先を入力し、２行目に「その他Ｘ件」としてまとめて総額で入力します。 

 

 

 ４．必要な情報を入力し、画面下側の登録をクリックします。 

 

  

５．メモに控えた金額と青色申告入力（一般）の「左の賃借料のうち必要経費算入額」の合計額が一致し 

ていることを確認します。 

 

 

 

 

ここで入力した内容が青色申告決算書の「地代

家賃の内訳」に反映されるんだね。 

Ａ 

Ｂ 

新規に追加する場合は、氏名が空欄になっている行を 
クリックして、入力（上図：Ｂ）をクリックしましょう。 
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■「専従者給与の内訳」を入力する方法 

 

１．［決算］－［青色申告入力（一般）］を開きます。 

 

 ２．「貸倒引当金繰入額の計算、専従者給与の内訳」タブをクリックします。 

（［青色申告入力（不動産）］の場合は「給与賃金の内訳、専従者給与の内訳」タブ） 

 

 ３．修正したい専従者の氏名を（下図：Ａ）、新規に専従者の内訳を追加する場合は、新規入力行（空欄行）

をクリックし、入力をクリックします（下図：Ｂ）。 

 
 

４．必要な情報を入力し、画面下側の登録をクリックします。 

※「給料」「賞与」欄には申告年度に支給した年間の総額を入力します。 

 

 

 ５．メモに控えた金額と青色申告入力（一般）の「専従者給与の内訳」の合計額が一致していることを確 

認します。 

       

ここで入力した内容が青色申告決算書の「専従

者給与」の内訳に反映されるんだね。 

Ｂ 

新規に追加する場合は、氏名が空欄になっている行を 
クリックして、入力（上図：Ｂ）をクリックしましょう。 

Ａ 
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■「貸倒引当金繰入額の計算」を入力する方法 （［青色申告入力（不動産）］にはありません） 

 

 

１．［決算］－［青色申告入力（一般）］を開きます。 

 

 ２．「貸倒引当金繰入額の計算、専従者給与の内訳」タブをクリックします。  

    

 

３．年末における売上債権に対し、繰入額を計算し②欄～④欄（下図：Ａ）に入力します。 

※年末における売上債権の内、個別評価による計算が必要な場合は、「個別評価による貸倒引当金に関する明細書」にて計算し

た繰入額を①欄（下図：Ｂ）に、入力します。 

 

   

  

４．メモに控えた金額と青色申告入力（一般）の「貸倒引当金繰入額の計算」の⑤欄の合計額が一致し 

ていることを確認します。 

 

    

 

 

 

 

それぞれの合計額を合計残高試算表と一致させる必要が

あるんだね！ 

Ａ 

Ｂ 

年末における売上債権をもとに本年分の貸倒引当金繰

入額を計算します。 
計算方法について詳しくは所轄の税務署または関与税

理士先生にご確認ください。 
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その他、［住所氏名等］タブにて住所、氏名などの必要な情報を入力します。 

最後に、必ず画面下側の設定をクリックし、変更内容を保存します。 

   

 

 

 

６．青色申告決算書を印刷しましょう 
 

 

［青色申告決算書］の印刷に必要な情報を設定したら、［決算］－［青色申告決算書］で青色申告

決算書を印刷しましょう。 

 

金額確認 白紙用紙に印刷して、金額を確認しましょう 

 

 １．［決算］－［青色申告決算書］を開きます。 

 

 ２．まずは、［合計残高試算表］の金額が［青色申告決算書］に反映されていることを確認するため、白紙

用紙に印刷を行います。画面下側の書式設定をクリックし（下図：Ａ）、「帳票タイプ」欄が「Ａ４よ

こ帳票」となっていることを確認後（下図：Ｂ）、設定をクリックします（下図：Ｃ）。 

 

   ※「帳票タイプ」に「Ａ４よこ帳票」以外が選択されている場合は、「Ａ４よこ帳票」を選択します。 

画面下側の設定をクリックしないと、それまで入力

した内容が保存されないので注意しましょう。 

Ａ 

Ｂ Ｃ 
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３．画面下側の印刷をクリックして［青色申告決算書］を白紙用紙に印刷し、［合計残高試算表］の金額

が［青色申告決算書］に反映されていることを確認します。 

       

 

 ※下のメッセージが表示される場合は、損益計算書の金額と２ページ目以降の各項目における内訳が一致 

していません。ＯＫをクリックし、仕訳もしくは［決算］－［青色申告入力（一般）］または［青色申告 

入力（不動産）］で内容の確認をし直してください。 

 

 

 

印刷位置確認 白紙用紙に印刷して、印刷位置にズレがないか確認しましょう 

 

１．白紙用紙に印刷し、税務署提出用の用紙に重ねて印刷にズレがないかどうか確認します。 

画面下側の書式設定をクリックし、「帳票タイプ」を「税務署配布用紙(OCR 用紙)」に変更後、設定を

クリックします。 

 

 

このメッセージが表示される場合は、青色申告決算書の 
入力が正しくありません。ＯＫをクリックしてメッセー

ジを閉じたら、２５ページの「5-2：青色申告決算書の

印刷に必要な情報を入力しましょう」に戻って、仕訳や

設定内容を見直しましょう。 

まずは白紙用紙に印刷して内容を確認しましょう。 
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 ２．画面左下の印刷より白紙用紙に試し印刷後、税務署提出用紙に重ねて印刷にズレがないかを確認しま

す。印刷にズレが生じる場合は、［書式設定］画面で「マージン」の調整を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※印刷のズレに応じて、設定するマージンが異なります。 

 

 

 

 

 

 

 ３．ズレがなくなったことを確認し、税務署提出用の用紙に印刷します。 

 

 

 

７．消費税申告書を印刷しましょう 

 

 

消費税の課税事業者の場合は、青色申告決算書の印刷が完了したら、続いて消費税申告書を印刷し

ましょう。 

 

※あらかじめ［導入］－［事業所・消費税情報設定］でマイナンバーを設定しておきましょう。 

 マイナンバーの設定については、２２ページの「4-4：消費税納税額を確認しましょう」の 

マイナンバー設定をご参照ください。 

 

 

１.［消費税］－［消費税申告書作成］を開きます。 

 

 

印刷文字が右にズレている場合 左マージンの値を減らします 

印刷文字が左にズレている場合 左マージンの値を増やします 

印刷文字が下にズレている場合 上マージンの値を減らします 

印刷文字が上にズレている場合 上マージンの値を増やします 

右にズレている例 

税務署提出用用紙 

白紙用紙 

重ねて確認 

白紙用紙に試し印刷したものを税務署提出用に重ねて、 
例のようにズレていたら「マージン」でズレを調整すれば

良いんだね。 
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２.「消費税集計条件」の画面が表示されます。 

  ［申告区分］にて「確定」を選択します（下図：Ａ）。 

［集計期間］にて、集計期間を設定します（下図：Ｂ）。 

集計期間内に「３％」「５％」「８％」の取引がある場合は、 

「旧税率（３％・５％・８％）が適用された取引」にて［あり］を、 

集計期間内に「３％」「５％」「８％」の取引がない場合は[なし]を選択します（下図：Ｃ）。 

集計開始（下図：Ｄ）をクリックします。 

 

 

 ３.［消費税申告書設定］画面が開きます。画面右下の設定をクリックします。 

   

４.［消費税申告書作成］画面が表示されます。画面右上の印刷をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

ここで自分の消費税申告にあった

条件を指定するんだね。 
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５.［印刷］画面が表示されます。「印刷帳票にマイナンバーを出力する」のチェックをつけます。 

   

   

６．印刷したい帳票や項目にチェックをつけます。 

 

７．画面右上の印刷から印刷ができます。 

※税務署配布用紙を選択し印刷する場合は、白紙用紙に試し印刷を行い税務署提出用紙に重ねて印刷

にズレがないかを確認します。  

印刷にズレが生じている場合は、［書式設定］画面で「マージン」の調整を行ってください。 

 
 

８．確定申告書を作成しましょう 

 

青色申告決算書の印刷が終わったら、確定申告ソフトへの転送を行いましょう。 

事業所得や不動産所得の「収入金額」「所得金額」「専従者給与額の合計額」「青色申告特別控除額」

「事業専従者の氏名等」の情報が転送されますので、入力の手間が省けます。 

※あらかじめ「みんなの確定申告」を本システムがインストールされているパソコンへインストールし、申 

告者を設定しておきましょう。 

 

８-１：事業や不動産の所得の金額を「みんなの確定申告」へ転送しましょう 
 

１．［決算］－［青色申告決算書］を開きます。 

２．画面下側の確定申告データ出力をクリックします。 

       

印刷時には［導入］－［事業所・消費税情

報設定］でマイナンバー入力時に設定した

パスワードの入力画面が表示されます。パ

スワードを入力して印刷を行いましょう。 
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３．下の画面が表示されますので、いずれもＯＫをクリックします。 

     

 

４．［決算］－［青色申告決算書］は画面下側のキャンセルで終了し、［決算］－［所得税確定申告］を開 

きます。 

 

５．［導入］－［申告者設定］を開きます。 

   

６．画面左側の「個人番号」に申告者のマイナンバー（数字１２桁）を入力します。 

      

  

※電子申告する場合は、画面右下の「電子申告する」にチェックをつけ（下図：Ａ）、「利用者識別番号

（１６桁）」を設定します（下図：Ｂ）。 

   

 

７．画面下側の登録をクリックします。 

 

８．下の画面が表示されますので、はいをクリックします。  

   

確定申告ソフトで申告者のマイナン

バーはこちらから設定します。 
専従者や扶養親族等のマイナンバー

については、それぞれの入力画面より

設定することができます。 
※詳しくは確定申告ソフトの各画面 

上側のヘルプをご参照ください。 

この操作で、青色申告決算書の「収入金額」と「所得金額」

などを確定申告ソフトへ転送する準備ができるんだね！ 

Ｂ 

Ａ 
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９．［申告書］－［申告書Ｂ（第一表・第二表）］を開き、画面上側のデータ取込をクリックします。 

     

 

10．下の画面ではいやＯＫをクリックすることで、青色申告決算書の情報が「みんなの確定申告」へ取り

込まれます。 

 

 

 

 

 

８-２：給与所得や年金などの所得がある場合は入力しましょう 
 

 

事業所得以外に、給与所得や年金所得などがある場合は所得の内訳書を作成する必要があります。 

 

 

１．[申告書]－ [申告書Ｂ（第一表・第二表）］を開き、画面右下の所得の内訳書をクリックします。 

 

 

２．画面左上の追加をクリックします。 

     

 

あとは「その他の収入」や「所得から差し引かれる金額」を

入力すれば確定申告書も完成です。 
あともう一息！ 
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３．内訳を入力します。 

源泉徴収票を見ながら所得の内訳書（明細）に入力し、最後に登録をクリックして登録します。 

 

＜例＞給与所得がある場合 

  

  

＜例＞国民年金の受給がある場合 

   

 

 

４．所得が複数ある場合は上記２～３を繰り返し行います。 

 

５．［所得の内訳書］の入力が終了したら、画面右上の終了で画面を終了し、画面左上の［収入金額等］の 

いずれかの金額欄をダブルクリックします。 

 

 

 

 

 

枠組みの中のいずれかの金

額欄をダブルクリックしま

す（図は申告書Ｂです）。 
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６．画面下の所得の内訳書取込をクリックすると、２～４で登録した所得の内訳が、所得の種類ごとに集

計・表示されます。 

 

 

※（申告書Ｂを選択されている場合のみ）画面右下の次へをクリックします。 

   

   

７．申告書Ａ・Ｂともに画面右下の登録をクリックすると、「収入金額等」「所得金額等」の該当する項目

に金額が反映されます。 

   

   

 

 

※図は申告書Ｂです。 

所得の内訳書は入力後、「所得の内訳書

取込」が必要なので忘れないよう注意し

ましょう。 
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確定申告ソフトへ事業所得や不動産所得の「収入金額」「所得金額」等を取り込んだら、確定申告

書の作成に必要なその他の情報を入力しましょう。 

 

入力したい項目の金額欄をダブルクリックするか、クリックして選択し（下図：Ａ）、画面上側の

内訳（下図：Ｂ）をクリックすると、詳細内容の入力が可能になります。 

 

＜例＞社会保険料控除の場合 

 

 

 

８-３：医療費控除がある場合は入力しましょう 
 

平成２９年分の申告から、「医療費控除」か「セルフメディケーション税制」のどちらか一方を選

択し申告することになりました。 

「医療費控除」の入力方法については下記からの操作手順を、「セルフメディケーション税制」の

入力をする場合は 41 ページの＜Ｂ．セルフメディケーション税制の入力について＞をご参照くだ

さい。 

 

＜Ａ．医療費控除の入力について＞ 

 
１．［医療費控除］欄（申告書Ａ：１８欄、申告書Ｂ：２３欄）をダブルクリックします。 

２．「医療費控除の明細書」を選択し、ＯＫをクリックします。 

  

※医療費控除を選択した場合は、セルフメディケーション税制を適用することができません。 

医療費控除を受けるのか、セルフメディケ

ーション税制のどちらか選ぶんだね。 

Ｂ 

Ａ 

各項目を入力後は登録をクリックし、

内容を保存します。 
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※３９ページ２の画面が表示されない場合は、画面上の「控除の選択」欄の▼ボタンをクリックし、「医

療費控除の明細書」をクリックします。 

  

  

３．医療費控除の明細書画面が表示されます。「医療費通知に関する事項」へは、健康保険組合等が発行

する「医療費のお知らせ」をご用意いただき、内容を入力します。 

※「医療費のお知らせ」の書式は、健康保険組合ごとに異なります。 

 
（ア）「医療費通知に記載された医療費の額」に負担した医療費の合計額を入力します。  

 

 

（イ）「（１）のうちその年中に実際に支払った医療費の額」に、申告対象年に支払った医療費の額を入力

します。 

※医療費通知内に、申告対象年以外の医療費の額が記載されている場合は、申告対象年の医療費

に含めることができません。 
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（ウ）申告対象年の医療費の中で、生命保険や社会保険などで補填される金額がある場合は、「（２）の

うち生命保険や社会保険などで補填される金額」に対象金額を入力します。 

 

４.「医療費のお知らせ」に記載のない医療費については、領収書から必要事項を入力します。 

画面左上の［追加］をクリックし、医療費の内訳を入力し［登録］をクリックします。 

 

 

５．医療費控除の内訳の入力が終わりましたら、画面上の終了をクリックしますと、医療費控除の金額が

自動計算されます。 

      

 

 

＜Ｂ．セルフメディケーション税制の入力について＞ 

 

 

１．［医療費控除］欄（申告書Ａ：１８欄、申告書Ｂ：２３欄）をダブルクリックします。 

 

２．「セルフメディケーション税制の明細書」を選択し、ＯＫをクリックします。 

 

 

※セルフメディケーション税制を選択した場合は、医療費控除を適用することができません。 

 

 

【入力例】 

医療費の支払先が複数ある場合は、画面左

上の［追加］を選択し、医療費控除の内訳

書の入力を繰り返し行ってください。 
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※４１ページ２の画面が表示されない場合は、画面上の「控除の選択」欄の▼ボタンをクリックし、「セ

ルフメディケーション税制の明細書」をクリックします。 

  

 

３．「取組内容」の▼をクリックし、申告する方の健康の保持増進および疾病の予防の取り組みとして行

っている内容を選択します。 

 

４．「発行者名」には、取組を行ったことを明らかにする書類の発行者の名称を、全角２０文字以内で入

力します(保険者、勤務先、市区町村、医療機関名など)。 

 

５．画面左上の追加をクリックします。 

    

 

６．控除対象となる医薬品の領収書より内訳を入力し、登録をクリックします。 

 

 

７．医薬品の購入先が複数ある場合は、画面左上の追加を選択し、セルフメディケーション税制の明細書

の入力を繰り返し行います。 

入力が終わりましたら、画面上の終了をクリックしますと、医療費控除の金額が自動計算されます。 

 

 

 

       

セルフメディケーション税制の場合、取組

内容と発行者名が必要になります。 
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８-４：社会保険料控除がある場合は入力しましょう 
 

 

１．［社会保険料控除］欄（申告書Ａ：６欄、申告書Ｂ：１０欄）をダブルクリックします。 

 

２．「社会保険の種類」欄に「国民健康保険」や「国民年金」、「介護保険」など社会保険の名称を入力し 

   「支払保険料」欄に年間に支払った保険の金額を入力します。 

 

 

３．最後に登録をクリックし、内容を保存します。 

 

４．社会保険料控除に、入力した「国民健康保険」「国民年金」「介護保険」の年間支払額が表示されます。 

     

 

 

８-５：生命保険料控除がある場合は入力しましょう 
 

１．［生命保険料控除］欄（申告書Ａ：８欄、申告書Ｂ：１２欄）をダブルクリックします。 

 

２．支払保険料をそれぞれ入力すると、金額に応じて控除額が自動計算されます。 

   

 

生命保険の種別については、

保険会社から送付される控除

証明書を確認しましょう。 

この画面から社会保険料控除の詳細内容を

入力するんだね。 
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３．最後に登録をクリックし、内容を保存します。 

 

４．生命保険料控除に、入力した「生命保険料」「介護保険料」「個人年金保険料」の年間支払額に応じた 

控除額が表示されます。 

 

 

５．入力が完了したら、画面上の印刷ボタンから確定申告書を印刷します。 

 

 

 

 

 

 

※申告書を書類で提出する方は、48 ページの  1０．申告が完了した年度のバックアップを保存しましょう 

へ進み、データのバックアップを保存しましょう。 

 

※電子申告（e-Tax）で申告する方は、下の  ９．国税庁 e-Tax ソフトへ情報を転送しましょう  へ進

みましょう。 

 

 
 

９．国税庁 e-Tax ソフトへ情報を転送しましょう 

 

 

完成した青色申告決算書・確定申告書の情報を、インターネットを利用して自宅や事務所から申告

することができます。 

※あらかじめ会計製品と「みんなの確定申告」がインストールされているパソコンへ「みんなの電子申告」

をインストールしておきましょう。 

 

１．会計製品の［導入］－［事業所・消費税情報設定］で「利用者識別番号」を設定し、画面下側の 

設定をクリックして保存します。 

 

電子申告の申請をしている場合は、 
ここで利用者識別番号を登録しておきましょう。 

 

 

書類で提出される方は、印刷した青色申告決算書や 
確定申告書を、必要書類とともに所轄の税務署へ 
提出しましょう。 
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 ２．［決算］－［電子申告］を開くと「みんなの電子申告」が起動しますので、データ一覧より新規作成を

クリックします。 

    

 

 ３．「会計製品とデータ」タブ(下図：Ａ)より「会計製品の選択」にて申告する会計製品を選択すると（下

図：Ｂ）、「データ選択」欄に申告するデータが表示されますので、チェックを付けます（下図：Ｃ）。 

    

 

４．画面上部の「確定申告製品とデータ」タブをクリックし（下図：Ａ）、「確定申告製品の選択」にて申

告する年度の確定申告ソフトを選択すると（下図：Ｂ）、「データの選択」欄に申告するデータが表示

されますので、チェックを付けます（下図：Ｃ）。 

 

 

５． 画面下の設定をクリックします。 

 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 
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６.「みんなの電子申告」画面に戻るので、国税庁ｅ-Ｔａｘソフトへ転送するデータにチェックを付け（下

図：Ａ）、画面上の令和 XX 年分の所得税の申告をクリックします（下図：Ｂ）。 

 

 

７． 帳票の出力先（下図：Ｃ）をメモに控え、申告・申請処理を実行するをクリックします（下図：Ｄ）。 

    

 

８．下の画面が表示されたら、出力完了です。 

画面下側の国税庁のｅ-Ｔａｘソフトを起動するをクリックします。 

 

 

 

 

Ｃ 

Ｄ 

「帳票の出力先」をメモに控えておかないと、 
国税庁 e-Tax ソフトへ取り込む際にファイルを

探せなくなるので注意しましょう。 

Ａ 

Ｂ 

※消費税の電子申告を行う場

合、「消費税の申告」より行

います。 

「利用者識別番号」と「氏名」と「住所」

を確認したら、申告するデータにチェック

を付ければ良いんだね。 
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※下のように注意を促すメッセージが表示されている場合は、画面上側の閉じるをクリックし、金

額を一致させてから再度２～５の手順にて「みんなの電子申告」で青色申告決算書や確定申告書の

情報を出力し直してください。 

 

 

９．国税庁ｅ-Ｔａｘソフトが自動起動します。［作成］－［申告・申請等］で画面下側の組み込みをク 

リックします（下図：Ａ）。 

参照をクリックし（下図：Ｂ）、表示される画面から７の図Ｃでメモに控えた出力先に保存されてい

るファイル（利用者識別番号_氏名_所得税_出力した日付（西暦）.xtx）を選択し、取り込みます。 

 

 

10．取り込まれた内容を確認後［電子署名］を行い、インターネット経由で申告を行います。 

 

※「みんなの電子申告」について詳しくは、ヘルプをご参照ください。 

※国税庁ｅ-Ｔａｘソフトのご利用方法については、国税庁ホームページ（http://www.e-tax.nta.go.jp/）

をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この操作で、今までの流れで作ってきた青色申告決算書

や確定申告書の情報が、国税庁 e-Tax ソフトへ簡単に 

取り込まれるんだね！ 

Ａ 

Ｂ 

このメッセージが表示される場合は、 
青色申告決算書や確定申告書の金額が 
正しくないんだね。 
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１０．申告が完了した年度のバックアップを保存しましょう 

 

確定申告が完了したら、外部メディア（ＵＳＢメモリ・ＣＤ－Ｒ／ＲＷ等）に保存しましょう。 

 

 

１０-１：会計製品にて申告が完了した年度のバックアップを保存しましょう 
 

 ＜例＞会計製品で申告が完了した事業年度のバックアップをＵＳＢメモリに保存する方法 

 

１． ＵＳＢメモリをパソコンに接続します。 

２．［ファイル］－［データバックアップ］を開きます。 

 

 ３．「現在選択中の会計データを保存する」が選択されていることを確認します。 

    

 

 ４．参照をクリックし（下図：Ａ）、保存先ドライブ（例ではＵＳＢメモリの「リムーバブルディスク（Ｅ：）」）

をダブルクリック後（下図：Ｂ）、画面下側の開くをクリックします（下図：Ｃ）。 

 

 
ご利用の製品によって、 
「出力先」や「ファイル名」の 
欄に表示される文字が変わります。 
 
 ACCSTD … 会計王 
 ACCNET … 会計王 PRO 
 ACCPER … みんなの青色申告 

 
また、XX にはご利用の製品の 
バージョン番号が入ります。 
 
BK はバックアップデータ 
（BacKup data）であることを表します。 

Ａ 

Ｂ 

ここで選択した保存先にバックアップ

が保存されるんだね。 

Ｃ 
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５．「データバックアップ」の画面に戻ったら、「出力先」が４で選んだ保存先ドライブになっていること

を確認し、画面下側のＯＫをクリックします。 

 

６．確認メッセージが表示されますので、事業所名や会計期間を確認し、ＯＫをクリックするとバックア

ップ処理が開始されます。 

       

 

※下の画面が表示されている間はバックアップ処理中ですので、ＵＳＢメモリを抜いたり、中断したりし

ないでください。 

   

 

 

 ７．下のメッセージが表示されたらバックアップは完了です。 

ＯＫをクリックし、ダイレクトメニューに戻ります。ＵＳＢメモリを安全に取り外し、大切に保管し

ましょう。 

    

 

 

１０-２：「みんなの確定申告」にてバックアップを保存しましょう 
 

＜例＞確定申告製品にて申告が完了した事業年度のバックアップをＵＳＢメモリに保存する方法 

 
１．ＵＳＢメモリをパソコンに接続します。 

 

２．「みんなの確定申告」を開き、［ファイル］－［データバックアップ］を開きます。 

この画面が表示されている間はバックアップ処理中 
なんだね。中断すると不完全なバックアップファイルが

作成されるので、注意が必要だね！ 
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３.「保存先」の参照ボタンをクリックし（下図：Ａ）、保存先ドライブ（例ではＵＳＢメモリの「リムー

バブルディスク（Ｅ：）」）をダブルクリック後（下図：Ｂ）、画面下の保存をクリックします（下図：

Ｃ）。 

      
  
  ４.「データバックアップ」の画面に戻ったら、「出力先」が３で選んだ保存先ドライブになっていること

を確認し、画面下のＯＫをクリックします。 

 

５.バックアップが開始されます。バックアップ完了後、メッセージが表示されますのでＯＫをクリック

し、ＵＳＢメモリを安全に取り外し、大切に保管しましょう。 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

これで申告までに必要な処理は完了です。 
お疲れ様でした！！ バンザーイ！！ 
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